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江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
鍛
山
経
径
と
銭
山
師
の
性
格

l
i
鳥

取

県

日

野

郡

地

方

を

中

心

と

し
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井

3富

裁

一
、
問
題
の
所
在

二
、
鉄
山
師
発
生
の
由
来

=
コ
所
謂
「
山
内
者
」
の
性
格

問、

「
鉄
山
」
に
於
砂
る
「
小
百
姓
」
の
存
在

五
、
領
主
と
鉄
山
師

六
、
綜

括

一
、
問
題。
所

在

徳
川
封
建
制
の
中
期
よ
り
急
激
に
展
開
せ
ら
れ
た
商
品
経
済
及
び
片
れ
に
伴
う
貨
幣
経
済
の
発
展
は
、
封
建
体
制
を
安
革
す
べ
き
幾
ら
か
の
ウ
グ
ラ
1
ド
の
生

成
及
び
そ
の
発
展
を
促
し
た
。
一
般
に
こ
の
期
を
称
し
て
「
近
世
社
九
割
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
近
世
社
会
」
に
於
い
て
商
品
経
筒
の
発
展
が
人
里

離
れ
た
奥
地
に
展
開
す
る
鉄
山
菜
を
、
如
何
に
笈
化
せ
し
め
た
か
は
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
斯
様
な
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
鉄
山
業
を
「
マ
ニ
ユ
プ

一
五
五



一
五
六

ア
グ
チ
ユ
ア
」
の
視
角
よ
り
と
ら
え
ん
と
す
る
諸
論
考
や
、
そ
れ
を
農
業
経
営
に
お
け
る
「
本
百
姓
」
の
形
成
と
の
関
連
に
於
い
て
把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
、
又

株
小
作
の
問
題
を
中
心
に
し
て
鉄
山
菜
一
般
に
つ
い
て
脅
か
れ
た
も
町
、
鉄
山
業
の
具
体
的
内
容
及
び
砂
鉄
製
錬
法
に
つ
い
て
の
研
品
川
等
が
な
さ
れ
て
来
た
。
怒

で
は
鉄
山
業
の
経
営
内
部
構
造
な
商
品
経
済
の
発
展
と
の
関
聯
に
於
い
て
鉄
山
師
を
中
心
と
し
て
考
案
を
加
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

鳥
取
県
の
日
野
郡
地
方
の
鉄
山
業
は
、
隣
接
す
る
島
根
、
広
島
、
岡
山
の
諸
県
と
共
に
中
国
山
脈
を
中
心
に
し
て
、
極
め
て
古
く
か
ら
存
在
し
た
様
で
あ
る
。

鉄
山
業
が
大
い
に
発
展
し
た
の
は
元
続
年
間
以
後
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
般
商
品
経
演
の
発
達
に
伴
う
当
然
の
事
柄
で
近
世
社
会
の
発
展
が
よ
り
多
く

生
産
財
務
品
で
あ
る
欽
の
市
場
を
拡
大
し
た
事
が
品
唱
え
ら
れ
る
。
斯
様
な
鉄
山
業
の
発
展
の
基
抵
に
は
古
く
か
ら
の
伝
統
的
技
術
体
系
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
元
来
鉄
山
業
が
そ
の
社
会
経
済
的
諮
関
係
が
何
で
あ
れ
、
兎
に
角
一
種
の
協
業
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鉄
山
に
働
く
人
々
の
「
共
同
体
」
を
媒
介

と
し
て
営
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
鉄
山
業
の
経
済
に
は
「
共
同
体
」
が
前
提
で
あ
り
、
封
建
制
の
下
で
は
こ
の
「
共
同
体
」
は
半
奴
隷
的
な
家
父
長
的
諸
関

係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
居
た
と
単
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
封
建
制
下
に
お
い
て
は
斯
様
な
諸
関
係
を
維
持
し
得
る
特
殊
な
生
産
様
式
と
し
て
鉄
山
経
営
を

考
え
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

鉄
山
経
営
の
特
殊
性
は
斯
様
に
労
働
組
織
の
屈
に
お
い
て
F

と
ら
え
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
特
殊
性
こ
そ
、
鉄
山
業
の
繁
栄
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
鉄
山
菜
の
繁
栄
は
郎
ち
鉄
山
師
の
繁
栄
で
あ
り
、
鉄
山
師
は
古
き
諸
関
係
の
上
に
立
ち
偉
大
な
支
由
権
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
山
師
繁
栄
の
経
済
的
基
紙

は
鉄
山
師
が
鉄
山
地
方
の
商
品
経
済
の
結
節
点
で
あ
り
、
而
し
て
貨
幣
経
済
の
独
占
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
貨
幣
経
債
の
独
占
的
担
い
手
で
あ
る
事

は
鉄
山
師
自
身
資
本
の
所
有
者
わ
近
代
的
な
意
味
で
は
な
く
前
期
的
な
意
味
に
お
い
て
)
と
な
る
事
で
あ
る
。
近
世
社
会
に
於
げ
る
鉄
山
経
営
の
特
徴
は
古
き
生

産
構
造
を
有
し
乍
ら
鉄
山
師
自
身
の
経
済
構
造
が
貨
幣
化
す
る
事
に
よ
っ
て
、
鉄
山
経
営
そ
の
も
の
に
貨
幣
経
E

街
的
影
響
を
及
ぼ
す
処
に
あ
る
。
こ
の
様
な
事
自

「
近
代
的
関
係
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
が
「
近
代
的
関
係
」
へ
の
質
的
転
化
の
前
提
で
あ
っ
た
。
正
に
こ
の
様
な
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い

体
が
即
ち
、

と
一
一
一
盟
国
う
の
が
さ
h

ふ
や
か
な
顔
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
L

で
は
発
展
過
程
の
一
時
点
を

l
即
ち
主
と
し
て
徳
川
中
期
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
「
発
展
段
階
」
的
分
析
規
定
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
主
と
し
て
e

農
業
と
の
関
聯
に
お
い
て
具
体
的
に

l
特
に
資
本
関
係
か
ら
i
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
而
か
も
幕
末
及
び
明
治
初
年
の
分
析
が
重

要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。



(
註
)
仙
藤
田
五
郎
「
日
本
近
代
産
業
の
生
成
」
(
昭
和
二
十
三
年
)
七
頁
以
下

凶
土
屋
喬
継
「
日
本
資
木
主
義
史
論
集
」
ハ
昭
和
二
十
一
二
年
)
一
五
一
ー
ー
一
五
三
頁
等
参
照

間
藤
田
五
郎
「
封
建
社
会
の
展
開
過
程
」
(
昭
和
二
十
七
年
)
二
五
七
l
一一一一一一一良

同
小
野
武
夫
「
出
雲
名
族
の
研
究
」
ハ
農
業
経
済
研
究
、
昭
和
三
年
)
一

O
O頁
以
下

旬
結
城
次
郎
、
磁
貝
勇
「
中
国
地
方
に
於
け
る
砂
鉄
製
錬
法
の
史
的
研
究
」
(
昭
和
六
年
刊
U

そ
の
他
高
橋
幸
入
郎
「
島
根
県
に
お
け
る
株
小
作
制

度
と
田
部
家
の
構
成
並
び
に
農
地
改
革
の
影
響
」
(
昭
和
二
十
六
年
)
尾
高
邦
雄
「
出
雲
地
方
の
鉄
山
に
つ
い
て
」
ハ
職
業
と
近
代
社
会
、
昭
和
二

十
三
一
年
刊
輯
録
)
庄
司
之
孝
「
タ
タ
ラ
の
経
営
形
熊
よ
り
見
た
る
出
雲
石
見
の
地
核
性
〉
「
昭
和
二
十
六
年
、
島
根
大
学
々
術
報
告
)
等
参
照
の
事

二
、
鉄
山
師
発
生
の
由
来

鉄
山
師
は
言
う
ま
で
も
な
く
鉄
山
業
の
経
営
主
で
あ
り
、
徳
川
時
代
に
は
通
常
「
タ
タ
ラ
親
京
」
と
称
し
た
o

発
生
由
来
に
つ
い
て
の
べ
る
に
「
近
世
」
に
対
す
る
「
中
世
」
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
L

に
鳥
取
県
日
野
郡
阿
毘
縁
村
の
木
下
家
は
、
古
く
か
ら
鉄
山
業
を
経
営
し
て
栄
え
た
家
の
一
つ
で
あ
る
o
こ
の
木
下
家
は
本
家
を
犬
松
田
屋
と
称
し
、
そ

の
由
来
を
日
野
郡
史
に
よ
れ
ば
次
の
様
で
あ
る
。

ハ
鉄
山
秘
書
第
二
こ
の
「
タ
タ
ラ
親
方
」
の

「
本
紀
姓
後
橋
氏
部
属
た
り
と
言
う
。
中
世
尼
子
氏
に
従
い
重
く
用
い
ら
る
。
代
々
木
下
彦
兵
衛
と
称
す
。
富
田
誠
落
域
後
は
備
後
に
入
り
鉄
山
菜
に
従
事
せ

り
。
一
万
和
の
終
り
此
木
下
彦
兵
衛
家
反
は
、
土
地
の
有
可
と
争
を
生
じ
、
是
を
切
て
慶
長
五
年
伯
警
国
阿
毘
縁
に
至
る
。
当
時
上
阿
見
縁
村
は
住
民
な
か
り
し
に

依
り
こ
の
'
土
地
を
開
拓
せ
ん
と
欲
し
、
多
数
の
人
を
移
住
せ
し
め
、
開
墾
砂
鉄
採
取
鉄
山
を
専
業
と
し
代
々
斯
業
に
従
事
せ
り
」
と
。
こ
の
本
家
で
あ
る
大
松
田

屋
は
小
松
田
屋
中
松
田
屋
の
二
分
家
を
生
じ
、
こ
の
二
分
家
共
に
鉄
山
業
を
、
王
業
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
に
よ
り
分
る
通
り
、
上
阿
毘
縁
村
の
開
拓
は
他
国
か
ら
入
っ
て
来
た
「
同
族
集
出
」
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
み
る
事
が
出
来
る
。
木
下
家
の
出
発
は

正
に
「
潤
拓
土
着
地
主
」
で
あ
り
、
土
地
の
所
有
は
木
下
家
の
血
縁
者
に
よ
っ
て
分
有
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
慶
安
四
年
ハ
一
六
五
一
)
の
「
上
阿
見
縁
村
山
一
一
一

ツ
分
註
克
」
は
そ
の
事
情
を
一
応
す
も
の
で
、
そ
れ
は
慶
安
年
間
尼
子
の
家
臣
小
林
右
近
が
、
上
阿
昆
縁
を
領
し
て
居
た
の
を
、
鉄
拾
六
駄
を
与
え
て
そ
の
山
林
全

部
を
木
下
氏
が
譲
り
受
け
兄
弟
三
人
が
協
議
し
て
分
け
た
文
書
で
あ
る
。
斯
く
し
て
上
阿
昆
縁
村
は
中
世
的
豪
族
で
あ
る
木
下
一
族
の
血
縁
関
係
者
が
開
墾
及
び

一
五
七



一
玄
八

鉄
山
業
を
経
営
し
近
世
村
溶
形
成
の
基
幹
と
な
っ
た
の
で
あ
る
o
従
っ
て
そ
こ
に
は
地
、
去
と
鉄
山
師
は
一
体
で
あ
り
中
世
的
農
奴
主
的
地
主
l
中
世
的
土
豪
と
し

て
の
性
絡
を
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
家
父
長
的
結
び
付
き
、
即
ち
「
オ
ヤ
カ
タ
1
1
4
コ
カ
タ
」
の
関
係
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
、
鉄
山
師
を
「
タ
タ

ふ
る
い
ち

ラ
親
方
」
と
呼
ぶ
事
か
ら
し
で
も
容
易
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
様
な
性
絡
は
、
同
郡
山
上
村
潤
谷
の
古
都
家
に
つ
い
て
も
言
、
え
る
の
で
あ
る
o
日

野
郡
史
に
〈
「
当
性
は
藤
原
氏
に
し
て
某
先
大
和
国
高
市
郡
古
市
に
住
せ
し
を
以
て
性
と
せ
り
と
言
う
。
建
長
の
此
文
治
郎
伝
賢
と
号
一
回
う
も
の
鋼
を
求
め
て
印
賀
地

タ
タ
ラ一

方
に
入
り
阿
太
上
に
「
錯
」
を
作
る
。
五
代
吉
兵
衛
は
先
代
産
鋼
の
た
め
家
大
い
に
豊
富
に
趣
き
宝
谷
川
下
も
辺
に
住
宅
を
構
え
向
「
綴
菜
」
を
営
む
の
関
田
畑

開
墾
の
大
志
を
起
し
、
道
路
を
通
じ
水
利
を
使
し
開
拓
を
企
て
、
真
右
衛
門
佐
古
周
兵
衛
の
代
々
開
墾
を
継
続
す
」
と
。
叉
徳
川
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
「
大

鉄
山
師
」
で
も
あ
り
、

「
大
庄
屋
」

「
手
代
」
等
と
し
て
栄
え
た
生
山
の
段
塚
家
、
黒
坂
の
緒
方
家
等
も
そ
の
由
来
を
尋
ね
れ
ば
、
管
中
世
に
遡
る
と
言
う
所
謂

「
旧
家
」
で
あ
る
。

へ
ん
び

一
般
に
「
鉄
山
地
方
」
は
辺
部
な
奥
山
地
方
で
あ
り
、
幕
渚
体
制
成
立
後
と
言
え
ど
も
末
端
の
支
斑
構
造
は
明
確
に
ぱ
確
立
し
て
居
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

鳥
取
薄
の
場
合
で
も
日
野
鉄
山
地
方
の
務
政
の
末
端
支
問
機
関
と
し
て
の
「
大
庄
屋
」
等
の
出
来
た
の
は
寛
永
年
代
と
言
は
れ
弘
寛
永
一
二

O
年
(
一
六
回
三

一
一
月
の
公
文
に
「
郡
々
の
大
庄
屋
並
に
村
々
庄
屋
云
々
」
と
あ
り
、
宗
国
民
庄
屋
(
社
寺
に
関
す
る
役
)
は
文
書
に
表
は
れ
た
所
で
は
寛
文
一

O
l
一
二
年
代
ハ
一

六
七

O
l
一
六
七
二
)
で
あ
り
、
中
庄
屋
は
ず
っ
と
遅
れ
て
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
の
改
革
の
時
郡
内
に
震
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
「
農
奴
、
五
」
と
し

タ
タ
ラ

て
の
鉄
山
師
の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
領
、
王

1
落
、
王
の
交
関
関
係
が
成
立
す
る
や
、
鉄
山
師
は
「
錆
」
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
部
溶
の
直
接
の
支
配
者

と
し
て
部
洛
の
統
一
者
と
し
て
、
領
、
王
に
対
し
て
庄
段
等
の
村
方
役
人
と
な
り
、
隷
属
す
る
農
民
職
人
に
対
し
て
は
依
然
と
し
て
「
タ
タ
ラ
親
方
」
と
し
て
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鉄
山
師
は
か
く
て
事
実
上
部
溶
の
封
建
支
配
層
で
あ
っ
た
が
、
更
に
各
部
議
の
封
建
支
困
層
の
中
、
最
も
大
き
な
封
建
支
配
力
を
有
す
る

も
の
が
「
大
庄
屋
」
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
日
野
郡
に
お
い
て
は
大
鉄
山
師
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
o
斯
様
に
し
て
近
世
に
お
い
て
領
主
と
鉄
山

師
は
密
接
な
関
係
と
な
り
後
節
に
於
い
て
の
ベ
る
様
に
、
鉄
山
師
で
あ
り
足
屋
で
あ
り
郷
土
で
あ
り
所
謂
「
オ
ヤ
カ
タ
」
で
あ
っ
た
と
言
う
言
は
い
ふ
中
世
的
農
奴

、
去
の
権
力
構
志
の
近
世
的
形
態
安
化
が
お
き
て
居
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
商
品
経
tM
倍
、
貨
幣
経
済
の
面
か
ら
、
こ
れ
等
の
発
達
に
伴
う
「
資
本
」
l
コ別

期
的
)
の
所
有
者
と
し
て
の
鉄
山
師
を
考
察
し
な
け
れ
ば
支
配
権
力
構
造
の
本
質
を
把
握
す
る
事
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
鉄
山
師
発
生
の
由
来
か



ら
し
て
、
商
品
経
演
の
発
達
に
伴
っ
て
発
生
し
た
と
想
定
さ
れ
る
日
野
郡
根
雨
の

K
家
の
場
合
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

K
家
は
徳
川
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
か

け
て
日
野
郡
第
一
の
大
鉄
山
師
と
な
り
、
'
現
在
で
も
鳥
取
県
下
一
の
大
山
林
地
主
で
あ
る
の
で
あ
る
o
こ
与
で
仮
に

K
家
の
場
合
を
「
新
型
」
鉄
山
師
と
名
付
け

こ
れ
に
対
し
今
ま
で
の
ベ
た
中
世
に
鉄
山
業
を
始
め
た
と
思
は
れ
る
鉄
山
師
を
「
旧
型
」
鉄
』
閣
と
呼
ぶ
事
に
す
る
。

そ
こ
で
通
記
的
で
は
あ
る
が

K
家
の
発
展
過
程
を
「
因
伯
記
要
」
は
次
の
様
に
記
し
て
居
弘
「
安
永
八
年
(
一
七
七
九
)
ご
一
羽
喜
入
郎
の
曾
祖
父
喜
兵
衛
始

め
て
郡
内
山
上
村
大
字
笠
木
村
字
谷
中
山
に
製
鉄
業
を
営
め
り
、
当
時
製
鉄
所
僅
か
に
一
個
に
し
て
煉
鉄
工
場
を
そ
の
構
内
に
建
設
し
、
規
模
狭
少
技
術
甚
だ
幼

稚
な
り
し
が
後
ち
年
h

之
を
拡
張
し
て
精
緒
に
就
か
し
め
た
り
。
祖
父
平
右
衛
門
に
至
り
益
々
棺
据
経
営
事
業
の
発
達
を
図
り
、
天
保
五
年
(
一
八
コ
一
四
〕
製
鉄

所
を
増
し

2
一
一
と
し
産
額
も
亦
大
い
に
増
加
せ
り
。
是
に
於
い
て
同
七
年
三
八
一
三

C
商
院
を
大
阪
に
聞
き
て
叡
路
を
拡
張
す
。
嘉
永
五
年
(
一
八
五
三
)
又

之
を
増
し
て
五
と
な
す
。
父
平
右
衛
門
総
て
益
々
事
業
を
拡
張
せ
り
」
と
。
か
く
て

K
家
は
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
過
程
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
ど
の
様
な
瞳
層
か
ら
発
展
し
た
か
が
問
題
に
な
る
。
さ
て
日
野
郡
の
如
き
「
旧
型
」
鉄
山
姉
の
「
中
世
的
」
な
支
配
関
係
の
強
い
所
に
あ
っ
て
は

当
時
所
謂
「
本
百
姓
」
の
一
般
的
形
成
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
は
れ
、
斯
様
合
関
係
の
所
に
あ
っ
て
は
所
謂
「
豪
農
」
マ
ニ
ユ
ブ
ア
グ
チ
ユ
ア
は
展
開

さ
れ
な
か
っ
た
と
一
吉
田
は
れ
る
の
で
あ
恥
o
こ
の
説
に
従
え
ば
、
遅
れ
た
社
会
経
銭
関
係
に
あ
っ
た
日
野
郡
に
発
生
し
た
K
家
は
、
商
品
経
済
、
貨
幣
経
済
の
，
侵

透
、
農
民
層
の
分
解
の
進
み
つ
L
あ
る
所
に
対
応
す
る
「
豪
農
」
マ
ユ
ユ
プ
ア
グ
チ
ユ
ア
と
し
て
鉄
山
業
を
経
営
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て

新
型
と
言
う
の
は
近
代
的
鉄
山
経
営
を
し
た
鉄
山
師
と
言
う
の
で
は
な
い
ο
当
時
日
野
郡
に
於
い
て
徳
川
中
期
以
後
商
品
経
済
の
発
達
は
貨
幣
経
済
の
担
い
手
と

し
て
鉄
山
師
を
圧
倒
的
た
ら
じ
め
、
所
謂
「
・
本
百
姓
」
の
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
発
展
を
許
さ
な
か
っ
た
。
併
し
鉄
山
師
の
み
が
、
そ
の
地
方
の
有
力
な
貨
幣
経

済
の
担
当
者
で
も
有
り
得
ず
其
処
に
当
然
商
品
経
済
の
媒
介
者
で
あ
る
「
商
人
」
の
存
在
を
#
唱
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

K
家
の
鉄
山
師
呈
し

て
の
出
発
点
を
商
人
層
に
求
め
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
事
実
「
伯
警
都
に
よ
れ
ば
K
家
の
事
を
「
旧
家
に
は
非
ず
、
国
中
の
豪
家
な
り
o
今
時

大
庄
屋
役
を
つ
と
む
。
何
れ
の
頃
よ
り
賦
い
九
抵
払
弘
v
h
帆
。
豊
臣
太
閤
鮮
陣
中
制
札
の
書
を
蔵
す
」
と
記
し
凡
そ
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
斯
様
に

し
て
商
人
層
が
「
転
化
」
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
新
型
」
鉄
山
師
が
「
旧
型
」
鉄
山
師
と
共
生
す
る
事
に
よ
り
て
「
旧
型
」
鉄
山
師
と
同
じ
生
産
構
造
を
も
つ
に

至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
「
新
型
」
鉄
山
師
の
発
生
は
、
独
占
的
貨
幣
経
済
の
担
い
手
と
し
て
の
「
旧
型
」
鉄
山
師
に
対
抗
す
る
外
部
的
(
鉄
山
経
営
内
部
に

一
五
九



一六
O

対
し
て
)
貨
幣
経
済
の
担
い
手
と
し
て
の
商
人
層
の
生
長
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ハ
註
)
刷
タ
タ
ラ
と
は
「
錨
」
と
書
き
一
種
の
鈴
鉱
錯
の
事
で
あ
る
。
一
般
に
は
タ
タ
ラ
な
る
言
葉
、
を
も
っ
と
広
い
意
味
に
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。
俵
国
一

編
「
古
来
の
砂
鉄
製
錬
法
」
ハ
昭
和
入
年
)
二
一
二

t
二
四
支
に
よ
れ
ば
「
古
来
中
国
地
方
に
て
は
砂
鉄
を
原
料
と
し
て
鉄
を
製
造
す
る
工
場
を
舗
と

書
く
之
を
タ
タ
ラ
と
唱
ふ
る
外
、
叉
其
内
に
て
製
鉄
に
供
す
る
炉
、
所
謂
親
A
7
の
鉛
鉱
炉
に
相
当
す
る
も
の
を
タ
タ
ラ
と
も
唱
ふ
。
訟
は
共
同
肘
某
他

の
装
震
を
包
含
す
る
建
物
を
高
殿
ー
と
書
く
之
を
タ
タ
ラ
と
称
し
、
叉
、
之
に
用
ひ
る
送
風
機
を
も
唱
へ
り
」
と
説
明
し
て
あ
る
。

肘
鉄
山
秘
書
は
写
本
八
巻
よ
り
成
り
、
山
陰
山
陽
地
方
の
砂
欽
製
錬
訟
を
記
述
し
た
も
の
o
著
者
下
原
重
仲
(
伯
警
国
日
野
郡
宮
市
の
人
)
に
よ
り

天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
に
出
さ
れ
た
と
言
は
れ
る
。

制
古
橋
幸
吉
繍
「
日
野
郡
史
」
ハ
大
正
一
五
年
)
下
巻
三

O
二

o
t二
O
二
一
頁

倒

前

掲

書

下

巻

一

七

三

五

頁

側

前

掲

書

下

巻

二

O
二
二
頁

同
国
伯
大
年
表
因
府
年
表
等
参
照

同
鳥
取
県
踊
「
因
伯
記
要
」
(
明
治
四

O
年
〉
二
二
七
頁

側
藤
田
五
郎
「
封
建
社
会
の
展
開
過
程
」
三
一
一
一

t
一
三
七
頁
等
参
照

側
「
伯
香
誌
」
第
九
四
六
頁

所

謂
一「

山

内

者(151
Lー

の
J性

格

前
述
の
如
く
中
世
的
な
土
豪
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
鉄
山
師
も
、
叉
所
謂
「
新
型
」
鉄
山
師
も
近
世
社
会
の
発
達
に
伴
っ
て
商
品
経
済
の
結
節
点
と
し

て
白
か
ら
の
経
済
構
造
を
愛
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
山
師
自
身
の
経
済
構
造
の
愛
化
は
鉄
山
業
経
営
構
造
め
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
影
響
を

及
ぼ
す
の
で
あ
る
が
、
直
接
労
働
の
担
当
者
で
や
め
っ
た
鉄
山
師
に
隷
開
局
す
る
山
内
者
に
つ
い
て
こ
の
関
係
を
考
察
し
た
い
と
思
う
o
先
ず
「
賃
銀
」
の
国
を
検
討
〆

す
る
に
鉄
山
秘
書
は
「
山
子
」
の
賃
銀
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
し
て
居
も

「
一
、
山
子
愛
人
前
に
弐
人
扶
持
、
月
に
塩
味
噌
安
升
宛
遣
し
一
ヶ
年
の
給
金
何
程
と
定
。
一
ヶ
月
に
大
炭
何
程
と
定
。
夫
役
の
小
仕
事
は
宥
た
け
勤
る
と
究



て
銘
々
余
力
の
仕
出
仕
事
は
仕
取
に
可
仕
と
安
た
る
。
回
定
は
中
古
の
風
義
也
。
当
世
は
中
古
風
も
ま
た
ま
た
ぬ
る
し
述
、
給
金
扶
持
な
し
に
米
塩
味
噌
は
か
し
に

し
て
、
万
端
に
賃
銀
を
定
め
、
皆
仕
勝
も
う
符
勝
に
仕
成
田
草
」
o
こ
斗
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
以
官
銀
化
し
て
居
る
事
は
、
即
ち
近
代
的
関
係
を
意
味
し

な
い
事
で
あ
る
。
唯
、
鉄
山
師
の
山
子
に
対
す
る
労
働
の
給
付
が
扶
持
及
び
給
金
か
ら
賃
銀
へ
の
転
化
札
賃
銀
形
態
上
中
世
的
な
も
の
か
ら
近
世
的
へ
の
変
化
の

表
れ
で
あ
る
事
は
量
一
一
同
い
得
る
と
思
う
o
見
逃

ιて
は
な
ら
な
い
愛
化
に
こ
の
賃
銀
の
中
に
す
で
に
高
利
貸
的
要
素
が
入
っ
て
居
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

後
に
も
述
べ
る
が
、
こ
の
文
中
に
も
山
子
の
生
活
物
資
l
主
と
し
て
食
糧
ー
を
鉄
山
師
が
前
貸
し
て
働
か
し
め
不
定
給
と
も
言
え
る
「
賃
銀
」
で
も
っ
て
「
前

貸
」
を
差
引
く
と
言
う
現
象
を
み
る
の
で
あ
る
o
従
戸
て
す
で
に
山
子
は
「
債
務
労
働
」
的
性
絡
を
帯
び
て
来
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
単
に
山
子
の
み
な

ら
ず
所
謂
「
山
内
者
」
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
事
柄
引
、
彼
等
は
新
し
い
性
絡
と
し
て
債
務
労
働
者
の
性
絡
を
帯
び
る
と
同
時
に
街
古
い
諸
関
係
に
よ
っ
て
鉄
山

に
緊
縛
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
o
-

こ
の
古
い
諸
関
係
ハ
中
世
的
)
こ
そ
彼
等
の
存
在
を
規
定
す
る
基
本
的
な
も
の
で
賃
銀
そ
れ
自
体
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
賃
銀

形
態
の
「
現
物
」
よ
り
「
貨
幣
」
へ
の
転
化
は
そ
れ
自
体
「
近
代
的
」
賃
労
働
を
意
味
し
な
い
。
近
代
的
賃
労
働
た
る
た
め
に
は
労
働
者
が
あ
ら
ゆ
る
生
産
手
段

生
産
対
象
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
鉄
山
労
働
者
は
そ
の
様
な
自
由
を
も
っ
て
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
直
接
山
内
者
を
拘
束

す
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
鉄
山
師
の
山
内
者
に
対
す
る
「
刑
罰
」
は
鉄
山
秘
書
に
よ
る
と
次
の
様
で
あ
知

「
往
昔
は
鉄
山
抱
人
に
罪
科
有
之
時
は
則
科
之
軽
重
に
依
而
、
答
杖
を
用
ひ
て
打
榔
し
、
或
は
懸
師
搬
を
又
は
首
か
せ
手
金
、
足
械
を
は
め
て
礼
明
し
、
或
は
川

近
き
所
に
て
は
混
に
し
絞
経
さ
せ
っ
、
笹
杖
を
用
ひ
て
打
殺
す
な
ど
或
は
追
払
事
は
常
に
て
一
向
あ
し
け
な
く
鉄
山
師
の
心
俸
に
回
定
を
行
い
し
な
ん
。
然
る
所
い

つ
の
頃
よ
り
か
切
支
丹
宗
門
と
い
う
物
、
世
に
出
来
て
後
、
慶
長
年
中
一
統
一
万
御
治
夫
に
、
右
宗
門
一
流
停
止
為
御
吟
味
ト
。
寺
院
等
之
二
十
五
ケ
条
と
云
事
被

為
、
仰
渡
て
従
目
怠
死
骸
御
改
メ
厳
敷
相
成
、
狭
に
打
殺
し
な
ど
と
ズ
事
は
堅
く
停
止
致
為
仰
付
、
此
時
に
至
り
右
私
の
成
敗
は
死
罰
に
取
行
う
事
止
み
に
け
り
と

の
藷
伝
也
、

A
7
も
北
目
も
遺
風
に
縛
り
、
答
杖
を
用
ひ
て
打
郷
、
或
は
手
か
せ
足
械
、
首
か
ね
を
も
用
い
、
叉
は
鉄
蔵
へ
入
れ
て
寵
合
さ
せ
、
事
演
は
追
払
事
な
ど

事
は
替
る
事
な
し
」
o
と
記
さ
れ
、
叉
「
古
風
皆
捨
り
乍
ら
、
今
を
鉄
山
内
之
科
人
犯
旋
之
者
有
之
則
右
一
去
し
如
く
罰
科
を
札
明
し
‘
死
罰
こ
そ
行
わ
ね
縛
り

打
樹
首
か
せ
手
か
せ
足
繊
舗
舎
等
追
払
家
財
鉄
所
、
鉢
屋
之
預
る
杯
の
事
有
に
依
而
、
鉄
山
師
の
心
俸
に
目
定
を
行
う
ベ
し
。
此
因
縁
は
鉄
山
之
抱
人
之
取
捌
を
鉄

穴



-
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山
l
山
内
成
敗
と
市
中
智
せ
り
」

こ
れ
等
の
記
事
で
分
る
通
り
鉄
山
節
に
山
内
者
の
刑
罰
権
が
握
ら
れ
、
山
内
労
働
者
は
農
奴
的
と
言
う
よ
り
も
半
奴
隷
的
な
存
在
と
し
て
鉄
山
師
に
隷
属
し
て

居
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
様
に
鉄
山
師
は
山
内
者
に
対
し
て
中
世
的

1
農
奴
主
的
権
限
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
又
こ
の
事
は
山
内
者
の
「
宗
門
」
に
つ
い
て
も
呈
一
一
回
い

得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
当
時
厳
絡
に
規
定
さ
れ
て
居
た
宗
門
帳
の
宗
籍
も
、
山
内
者
に
つ
い
て
は
鉄
山
師
に
よ
っ
て
勝
手
に
宗
門
改
メ
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
例

制
岬

え
ば
享
保
十
七
年
ハ
一
七
三
二
)
鳥
取
藩
の
鉄
山
師
に
出
し
た
「
条
目
」
の
中
に
、

「
一
、
宗
門
改
之
儀
自
分
清
合
勝
手
次
第
一
一
候
尤
御
法
通
入
念
可
申
候
山
子

職
人
入
替
之
度
々
一
一
請
合
証
文
可
差
事
」
主
記
さ
れ
て
居
る
。
斯
様
に
し
て
山
内
者
は
鉄
山
師
に
隷
属
し
て
い
た
と
一
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
所
有
さ
れ
て
居
た
の
明
作

あ
り
、
こ
の
意
味
で
山
内
者
は
多
く
は
奴
隷
的
な
性
絡
を
も
有
し
て
居
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
様
な
諸
関
係
と
統
一
的
に
近
世
的
な
諸
関
係
が
入
っ
て
、
山
内
者
が
複
雑
な
性
絡
を
帯
び
る
所
に
考
察
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
商
品
経
済
の

発
達
は
直
接
間
接
に
鉄
山
業
の
発
達
を
も
た
ら
し
た
が
、
鉄
山
業
の
発
達
は
、
山
内
者
!
特
に
黙
練
ヱ
た
る
職
人
|
の
雲
要
を
増
大
せ
し
め
た
。
古
来
か
ら
の
砂

鉄
側
掛
銀
法
に
基
く
低
い
技
術
段
階
に
於
い
て
は
、
年
期
を
要
す
べ
き
所
謂
「
職
人
」
の
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
鉄
山
業
の
発
達
は
鉄
山
師
の
聞
で
「
職
人
」
の

奪
い
合
い
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奪
い
ム
口
い
に
対
し
て
山
内
者
の
鉄
山
腕
と
の
所
属
関
係
を
朗
ら
か
に
し
た
の
が
「
抱
人
放
シ
手
形
」
で
あ
る
。
鉄
山
秘
書

同
「
鉄
山
に
て
抱
人
の
放
し
手
形
と
云
事
、
回
定
も
近
年
の
湾
也
。
此
手
形
を
取
来
り
し
よ
り
鉄
山
師
中
た
か
い
少
い
」
と
あ
る
の
は
こ
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
。
吉
川
家
所
蔵
の
放
シ
手
形
を
み
る
に
次
の
様
で
あ
る
。

割

E日

山

二E
J 

勇

蔵

筈1

~lJ 

同

伝

蔵

右
之
人
別
任
願
隙
間
違
申
候

文

化

七

年

四

月

当
山
構
無
御
座
候
放
手
形
品
山
市
如
件

作

チト|

入

代

山

@ 

所

々

鉄

山

領

衆

中



右
の
「
放
シ
手
形
」
は
極
め
て
僚
尚
早
な
内
容
に
な
っ
て
居
る
が
、
鉄
山
秘
書
に
出
て
居
る
そ
の
雛
形
は
よ
り
詳
し
い
事
情
が
が
記
し
て
あ
る
。

一
、
此
何
右
衛
門
当
切
迄
此
元
何
々
に
動
居
申
候
処
来
ル
何
時
の
切
よ
り
其
元
之
何
鉄
山
に
御
麗
遺
被
成
度
ニ
付
英
国
民
を
申
暇
鳳
候
ニ
っ
き
此
度
暇
遣
し
貸

銀
立
替
何
百
何
拾
目
今
日
為
持
被
遺
憾
に
受
取
此
一
元
之
一
通
り
相
済
、
右
何
右
衛
門
を
は
直
に
御
手
代
誰
殿
に
引
渡
申
候
御
誇
取
可
被
成
候
、
為
後
日
抱

人
放
手
形
立
替
銀
受
取
品
川
町
如
件

年

月

日

何

鉄

山

師

議

判

何

山

何

山

御

手

代

議

殿

両
当
テ
也

此
の
「
放
シ
手
形
」
の
例
に
よ
り
鉄
山
師
が
山
内
者
に
対
し
て
「
貸
一
銀
」
を
有
し
て
居
た
事
が
分
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
山
内
者
が
鉄
山
師
と
の
聞
に
債
務
関

係
を
生
じ
て
居
た
事
情
を
示
す
も
の
で
、
更
に
鉄
山
鋭
意

r
「こ
L

か
し
こ
に
抱
置
諸
職
人
と
も
を
相
互
に
麗
い
勝
ケ
に
し
て
、
先
方
に
百
目
の
貸
銀
あ
る
も
の

は
、
此
方
に
は
百
五
拾
匁
の
銀
れ
犬
山
ば
此
方
へ
来
る
な
ん
。
叉
か
し
こ
の
職
人
は
上
手
な
り
、
是
・
を
も
我
方
呼
取
な
ん
、
先
に
は
銀
貸
す
事
を
得
せ
さ
れ
ば
銀
に

す
く
め
て
此
方
へ
夜
へ
き
な
ど
と
。
一
式
h

」
と
記
さ
れ
て
あ
る
o

つ
ま
り
山
内
者
の
債
務
を
肩
替
り
し
て
、
そ
の
山
内
者
を
引
抜
き
新
し
い
鉄
山
師
は
そ
の
山
内

者
と
債
権
債
務
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
事
柄
は
事
実
上
山
内
者
が
債
務
奴
隷
化
し
た
事
を
意
味
す
る
も
の
に
し
て
、
而
か
も
そ
れ

が
「
近
代
的
」
性
絡
の
も
の
で
は
な
く
、
山
内
者
を
鉄
山
脈
に
直
接
緊
縛
す
る
中
世
的
諮
関
係
の
上
に
、
更
に
斯
様
な
債
務
関
係
で
緊
縛
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

語

る
の
で
あ
る
。
「
今
頃
は
銀
持
ち
た
る
入
計
、
成
就
す
べ
き
職
業
と
は
な
り
ね
」
一
と
言
は
れ
る
ま
で
山
内
者
の
賃
銀
形
態
が
愛
化
し
た
が
、
こ
れ
は
斯
様
な
債
務

関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
λ

鉄
山
師
に
と
っ
て
は
近
世
社
会
に
適
応
し
た
山
内
者
の
よ
り
良
き
搾
取
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
債
権
債

務
関
係
は
鉄
山
師
の
「
前
期
的
資
本
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
鉄
山
師
は
貨
幣
経
済
の
担
い
手
と
し
て
鉄
の
販
売
者
で
あ
り
米
英
の
他
の
購

買
者
に
し
て
阪
売
者
で
あ
る
と
言
う
「
商
人
的
側
面
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
事
が
出
来
る
。
山
内
者
に
対
し
て
鉄
山
師
は
米
の
蚊
売
者
と
し
て
立
向
う
の
で
あ

「
貸
付
け
」
の
形
で
行
は
れ
た
。
従
っ
て
「
山
子
、
月
に
米
三
斗
も
請
さ
る
者
は
用
に
不
立
也
」
「
小
炭
焼
、
月
に
米
一
斗
五
升
も
請

る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、

-
~ ，、
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さ
る
者
、
不
用
也
」
と
雪
国
う
山
子
等
の
鉄
山
師
よ
り
の
米
の
請
賀
高
が
、
鉄
山
師
の
直
接
利
害
関
係
を
示
す
指
標
と
な
っ
た
事
は
当
然
で
あ
る
o
か
く
て
山
内
者

は
鉄
山
師
に
対
し
て
中
世
的
隷
属
関
係
と
吉
田
う
基
本
的
関
係
を
安
え
る
事
な
し
に
、
前
期
的
資
本
に
よ
っ
て
緊
縛
さ
れ
る
と
言
う
二
重
の
搾
取
関
係
に
よ
っ
て
縛

ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

(
設
)
間
山
内
者
と
は
製
鉄
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
事
で
、
高
橋
幸
八
郎
「
島
根
県
に
於
け
る
株
小
作
制
度
と
田
部
家
(
鉄
姉
)
の
構
成
、
並
び
に
農
地

ム
ナ
ゲ

改
革
の
影
響
」
に
よ
れ
ば
、
「
山
内
者
」
の
職
工
長
と
も
言
う
べ
き
「
村
下
」
を
重
立
人
に
作
業
の
極
類
に
よ
っ
て
錨
場
勤
務
(
炭
坂
、
番
戸
)
鍛

治
場
勤
務
(
下
ゲ
、
大
工
、
子
子
)
炭
釜
勤
務
ハ
山
子
)
に
組
骸
づ
け
ら
れ
て
居
り
何
れ
も
諮
代
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
山
内
者
は
鉄
師
ハ
親
方
)
に

隷
属
し
扶
持
米
を
給
与
さ
れ
、
錨
場
附
近
の
棟
割
長
屋
に
住
み
、
一
般
の
百
姓
よ
り
も
身
分
の
低
い
も
の
と
さ
れ
、
結
婚
も
山
内
岩
同
志
の
問
に
限

ら
れ
て
い
た
」
こ
の
様
な
事
柄
は
鳥
取
藩
の
場
合
も
同
じ
の
様
で
あ
る
。

附

鉄

山

秘

書

第

四

間
当
時
「
給
金
」
と
は
自
己
の
生
活
を
再
生
産
し
得
る
一
期
間
一
定
額
の
所
謂
「
扶
持
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
賃
銀
」
と
は
言
は
に
日
給

で
「
つ
ま
み
勘
定
」
的
な
不
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鉄
山
に
山
内
者
を
緊
縛
し
乍
ら
、
一
方
自
億
労
働
者
の
性
格
を
も
た
せ
る
事

は
、
鉄
山
師
に
と
っ
て
は
労
働
を
強
制
す
る
手
段
と
し
て
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
扶
持
さ
え
不
安
定
な
ら
し
む
る
正
に
「
生
か
さ
ぬ
様
に
殺

さ
ぬ
様
に
」
の
生
活
を
意
味
し
た
。

側
前
掲
留
一
回
第
五
、
第
六

制

前

掲

書

第

六

側
鳥
取
藩
「
在
方
諸
事
知
」

引

鉄

山

秘

書

第

八

辺
日
野
郡
大
河
原
村
吉
川
政
太
郎
氏
所
蔵

q
J
4
a
円
J

q
L
勺，

L
q
L

日
野
郡
史

下
巻

一
七
四
三
頁

鉄
山
秘
書

第
八
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「
鉄
山
」
に
お
け
石
「
小
百
姓
」
の
存
在

徳
川
中
期
以
後
に
お
け
る
鉄
山
経
営
に
欠
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
「
鍾
」
附
近
に
存
在
す
る
「
小
百
姓
」
が
あ
る
。
先
千
木
e

百
姓
が
鉄
山
之
ど
の
様
な
関

係
に
あ
っ
た
か
を
の
べ
る
前
に
鉄
山
業
の
生
産
行
程
に
つ
い
て
大
限
の
ベ
る

ι次
の
様
で
あ
る
。
徳
川
中
期
以
後
に
於
い
て
も
依
然
と
し
て
古
来
か
ら
の
幼
稔
な

技
術
体
系
を
基
礎
と
し
、
そ
の
生
産
行
程
は
一
一
橿
の
分
業
を
も
っ
て
行
は
れ
、
そ
れ
は
大
別
し
て
二
行
程
か
ら
な
る
o

即
ち
砂
鉄
を
採
取
す
る
「
鉄
穴
作
業
」
と

砂
鉄
払
「
鏑
」
で
製
錬
ず
る
製
錬
作
業
ハ
詳
し
く
は
錯
に
て
銑
鉄
を
製
し
鍛
治
場
に
て
錬
鉄

1
鋼
を
製
す
る
)
の
二
行
程
で
あ
る
。
こ
の
内
「
鉄
穴
作
業
」
は
主

と
し
て
農
民
の
島
民
間
期
に
副
業
と
し
て
行
は
れ
、
「
製
錬
作
業
」
は
鉄
山
師
の
直
接
支
配
下
に
あ
る
前
述
し
た
様
な
「
山
内
者
」
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
。

裁
で
問
題
と
す
る
の
ば
「
鉄
穴
作
業
」
に
出
て
働
く
農
民
の
場
合
で
あ
る
。
鉄
穴
作
業
は
一
つ
の
協
業
で
行
は
れ
、
そ
の
人
夫
を
「
鉄
穴
師
」
と
称
し
一
五

t

ニ
O
人
程
度
の
人
が
問
じ
鉄
欠
場
で
働
い
て
居
た
。

こ
の
「
鉄
穴
痢
」
は
専
業
の
労
働
で
は
な
く
山
奥
の
農
家
の
副
業
と
し
て
営
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
農
閑
期
で
あ
る
駄
の
彼
岸
よ
り
春
め
彼
岸
ま
で
に
行

は
胤
た
の
で
あ
る
。
鳥
取
藩
の
文
書
綴
で
あ
る
「
在
方
諸
事
控
」
に
よ
れ
ば
例
え
ば
文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
め
伯
誉
園
小
波
村
げ
村
民
が
出
し
た
願
書
の
中

に
「
鉄
砂
之
義
は
冬
泰
農
業
透
聞
に
、
小
百
姓
第
一
之
営
に
御
座
侠

一
五
々
」
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
鉄
穴
作
業
が
農
民
の
副
業
労
働
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
事
は

種
々
な
る
特
徴
を
生
み
出
し
た
。
即
ち
農
民
に
と
っ
て
は
「
上
納
」

1
2艮
祖
〕
の
「
足
し
」

1
(補
充
〉
と
し
て
意
義
が
あ
り
、
副
業
が
あ
る
事
に
よ
っ
て
零

組
経
営
を
可
能
な
ら
し
め
、
鉄
山
師
に
と
っ
て
は
副
業
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
よ
り
安
価
な
労
働
者
を
得
る
事
で
あ
り
、
領
主
に
と
っ
て
は
貢
祖
の
強
化
を
可
簡
な

ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
「
小
百
絵
」
は
農
業
の
み
に
て
は
暮
し
得
ず
何
等
か
の
副
業
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
よ
っ
て
「
独
立
自
営
農
」
で

は
あ
り
得
ず
、
所
謂
「
隷
属
農
」
で
あ
る
分
で
、
そ
れ
が
鉄
山
経
営
と
の
関
聯
に
於
い
て
把
握
さ
れ
る
限
り
理
解
さ
れ
る
性
絡
の
も
の
で
あ
っ
た
。

斯
様
な
零
細
農
の
多
数
の
存
在
に
於
い
て
鉄
山
経
営
の
、
鉄
穴
作
業
行
程
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
鉄
山
師
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
製
鉄
工
場
の
附
近
に
容
易

に
安
価
な
労
働
者
を
見
出
し
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
封
建
制
諸
関
係
に
よ
っ
て
土
地
に
緊
縛
さ
れ
た
「
小
百
姓
」
は
部
業
労
働
を
必
要
と
す
る
事
に
よ
っ
て
鉄

山
に
緊
縛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
レ

1

ュ
y
の
述
べ
た
「
彼
わ
地
方
住
民
で
あ
っ
て
、
工
場
の
附
近
に
彼
の
土
地
を
も
彼
の
経
済
を
も
最
後
に
彼
の
家
族

一
六
五



ム
ノ、
ム
ノ、

を
も
持
っ
て
居
る
。
彼
自
身
の
幸
福
も
工
場
川
埠
福
と
密
接
に
不
可
分
的
に
関
聯
し
て
居
る
。
ヱ
場
が
回
目
く
行
け
ば
彼
も
旨
く
行
く
。
工
場
が
悪
く
な
れ
ば
彼
も

ぉ

悪
く
な
る
。
し
か
し
出
て
行
く
事
は
出
来
な
い
心
と
同
じ
様
な
関
係
が
出
て
来
る
。
小
百
姓
に
と
っ
て
は
鉄
山
の
存
否
は
即
ち
死
活
の
問
題
に
か
与
は
る
の
で
あ

る
。
安
政
三
年
(
一
八
五
六
)
日
野
郡
の
舟
越
村
、
福
吉
村
、
三
部
村
、
父
原
村
、
字
代
村
、
宮
原
村
、
谷
川
村
の
惣
代
、
庄
屋
、
年
寄
等
が
大
庄
屋
生
田
甚
兵

衛
に
出
し
た
歎
願
書
は
そ
の
聞
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
官
村
内
村
之
儀
御
百
姓
第
一
山
向
精
仕
農
業
透
問
上
納
足
し
冬
界
鉄
穴
流
し
仕
事
鉄
山
稼
相
繍
仕
・
系
候
処
近
来
緒
方
分
家
仁
兵
衛
庄
村
之
鉄
山
打
込
同
人
義

無
関
も
死
去
被
致
商
実
柄
六
ケ
殻
趣
哉
雲
州
能
義
郡
布
一
部
材
家
島
伝
辛
口
奥
取
者
跡
山
引
受
託
ベ
鐙
相
稼
並
父
原
村
之
入
鍛
治
屋
壱
軒
打
込
相
稼
候
処
鎗
御
郡

内
鉄
山
師
と
は
稼
方
之
仕
様
相
逮
致
し
限

H
錦
次
に
仕
小
割
鉄
仕
候
で
も
品
川
方
よ
り
は
生
A
H
宜
拠
出
叩
事
に
で
第
捌
方
算
箆
宜
談
話
駄
賃
並
茨
木
鉄
砂
何
品
門

賞
入
物
等
ほ
段
能
畏
入
近
辺
村
h

為
筋
不
少
儀
御
陵
候
処
最
寄
賀
入
之
山
払
底
に
相
成
此
模
様
に
て
は
一
一
凋
年
之
内
稼
山
j
候
様
子
に
相
見
へ
自
・
候
、
近

山
官
僚
村
傍
一
京
之
内
川
平
継
山
一
品
と
市
山
御
感
候
余
程
年
数
根
立
夜
数
も
御
陵
候
趣
貿
添
山
に
致
し
皮
様
子
に
御
座
候
特
共
近
山
鉄
山
師
共
内
約
之
訳
も
御

陀
候
哉
生
木
貫
入
手
間
し
も
不
相
成
越
に
で
常
時
賀
入
設
候
茨
木
丈
け
吹
仕
廻
候
趣
に
相
昆
へ
申
侠
前
保
由
甲
上
候
次
第
外
鉄
山
削
と
は
逮
諸
事
売
物
等
引

合
宣
致
品
川
キ
一
同
為
筋
相
成
侠
b
T
吹
仕
廻
候
て
は
村
内
総
を
失
佼
歪
歎
ケ
殺
車
中
存
候
何
卒
右
市
上
候
川
平
継
岩
山
之
義
村
々
御
救
奥
被
閉
山
召
山
持
主
之
御

談
示
被
為
下
常
時
相
稼
候
大
成
立
之
官
冗
払
に
成
成
引
緩
相
稼
候
様
之
御
仕
法
偏
宣
車
中
願
上
候
右
様
成
相
候
は
御
村
々
一
一
統
大
数
之
御
救
に
相
成
上
納
足
し

に
稼
仕
候
僕
に
御
座
鉄
本
一
樹
山
生
木
賀
読
候
は
庄
父
除
扇
村
鉄
山
鍛
治
屋
永
績
仕
今
拾
ヶ
年
も
相
堀
畑
仕
相
稼
候
は
ふ
為
筋
不
少
儀
に
付
御
時
節
柄
車
中
恐
入

候
符
共
村
守
御
救
奥
被
忠
刀
竹
願
之
謡
被
仰
付
被
為
下
候
は
、
二
血
一
キ
難
有
仕
合
奉
・
存
候
此
段
村
，
q

一
一
統
備
宜
毅
車
中
歎
上
候
以
上

市
立
政
一
一
一
年
反

E
月

右
の
文
に
み
ら
れ
る
様
に
、
単
に
鉄
穴
作
業
の
み
な
ら
ず
、
「
諸
駄
賃
」
「
炭
焼
」
等
の
「
鉄
山
稼
」
を
失
う
事
は
農
民
に
と
っ
て
は
一
大
恐
威
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
斯
様
に
鉄
山
と
附
近
の
農
民
と
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
「
相
互
的
利
益
」
の
関
係
に
あ
り
、
こ
の
見
え
ざ
る
手
に
よ
っ
て
鉄
山
師
は
農
民
を
隷
従
せ

し
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
貨
幣
経
済
発
展
に
伴
う
領
主
|
農
民
の
関
係
の
強
化
即
ち
農
民
を
土
地
に
緊
縛
し
乍
ら
封
建
貢
祖
を
強
化
す
る
関
係
は
、
一
実
を
返
せ

ば
副
楽
で
あ
る
鉄
山
線
に
依
存
す
る
事
に
よ
っ
て
鉄
山
師
農
民
の
関
係
の
強
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
農
民
H
H
小
百
姓
は
「
農
奴
的
」
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
而
か
も
鉄
山
師
と
農
民
が
一
応
賃
銀
関
係
で
結
ば
れ
る
以
上
そ
こ
に
当
然
前
節
で
の
べ
た
様
な
「
債
務
関
係
」
が
お
き
て
居
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
農
奴
的
小

百
姓
が
事
実
上
「
債
務
長
奴
化
」
し
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
4

唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
際
鉄
山
地
方
に
お
い
て
、
近
牡
に
於
け
る
農
兵
的
成
長
を
妨



げ
、
多
数
の
小
姓
百
を
存
在
せ
し
め
た
の
は
、
こ
の
「
農
奴
主
的
」
鉄
山
師
の
存
在
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

f、
註
にノ

(28)(27)(26) 

俵

国

「
古
来
の
砂
鉄
製
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法
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一
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一
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鳥
取
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在
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控
」

者
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邦
釈
(
真
空
社
版
〉
下
、
七
一
九
貰
)

日
野
郡
史
下
巻
一
七
五
回
覧

(29) 

五

「
領
主
」
と
「
鉄
山
師
」

鳥
取
藩
に
於
け
る
領
、
玉
川
1
藩
主
と
鉄
山
師
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
封
建
制
貢
納
関
係
に
よ
っ
て
表
現
出
来
る
0

・
即
ち
鉄
山
師
は
「
鋪
役
」
「
鍛
治
〔
屋
)

甜
I

役
」
等
の
運
上
銀
を
領
主
に
納
め
て
製
鉄
事
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
o
所
が
徳
川
中
期
以
後
の
鉄
山
業
の
急
激
な
発
展
、
鉄
山
菜
の
生
産
力
の
増
大
は
領
主
に
対

し
て
鉄
山
飾
の
経
滋
的
地
位
を
相
対
的
に
向
上
せ
し
め
た
。
領
、
王
の
鉄
山
経
営
に
対
す
る
干
渉
へ
の
鉄
山
師
の
抗
争
は
、
鉄
山
師
の
力
関
係
の
向
上
を
示
す
も
の

で
、
そ
の
単
的
な
例
は
所
謂
「
御
手
山
」
廃
止
と
「
鉄
座
」
廃
止
に
お
け
る
鉄
山
師
の
抗
争
で
あ
る
。

~
こ
れ
等
に
つ
い
て
は
資
批
判
に
乏
し
く
詳
し
く
こ
L

で
検
討
出
来
な
い
が
、
先
ず
御
手
山
に
つ
い
て
の
べ
る
と
次
の
様
で
あ
る
。
日
野
郡
史
に
よ
る

K
、
す
で
に

貞
享
五
年
ハ
一
六
八
八
)
に
藩
営
鉄
山

i
御
子
山
の
存
在
を
み
て
居
り
、
恐
ら
く
そ
れ
以
前
に
も
御
子
山
が
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
、
日
野
郡
の
全
部
鉄
山
が
御

子
山
に
な
っ
た
の
は
、
元
秘
七
年
三
六
九
四
U

で
、
こ
れ
が
廃
止
に
な
っ
た
の
が
、
元
禄
十
一
年
(
二
日
九
八
υ
で
あ
り
御
手
山
は
僅
か
に
四
年
間
し
か
続
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
o
何
故
永
続
し
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
色
身
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
日
野
郡
史
に
「
藩
営
が
民
業
に
不
利
な
り
し
よ
と
陳
情
せ
し
に
依

る
ら
し
」
い
と
記
し
て
あ
る
如
く
、
民
業
者

1
鉄
山
師
の
藩
営
に
対
す
る
抗
争
が
そ
の
御
手
山
廃
止
の
基
抵
で
あ
っ
た
事
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鉄
座
円

安
永
九
年
(
川
一
七
八

O
)
に
大
阪
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
幕
府
の
統
制
の
た
め
欽
の
価
絡
が
下
務
し
鉄
山
も
減
少
し
鉄
山
地
方
が
大
困
窮
を
来
し
た
の
で
あ
る
o

一
六
七



一
六
八

そ
こ
で
天
明
七
年
内
一
七
八
七
)
日
野
郡
百
五
拾
凹
箇
村
の
惣
代
、
わ
り
か
ね
昆
庄
兵
衛
、
大
宮
村
一
一
一
郎
兵
衛
の
両
人
が
大
限
を
経
て
江
戸
へ
出
て
御
勘
定
所
へ

歎
願
書
を
差
出
し
、
鉄
座
の
廃
止
方
を
歎
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
同
年
(
天
田
七
年
U

九
月
大
阪
鉄
座
廃
止
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
請
願
」
の
主
導
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
次
の
生
田
家
文
書
中
か
ら
想
定
す
る
事
が
出
来
る
。
右
に
の
べ
た
鉄
座
廃
止
請
願
の
た
め
江
戸
へ
出
た
両
人
の
諸
費

吋
神

用

1
入
用
銀
の
分
担
に
つ
い
て
「
入
川
銀
九
貫
口
郡
中
頭
立
候
徳
人
並
鉄
山
郎
に
割
合
、
残
四
貫
目
郡
中
の
内
地
払
所
百
五
拾
四
箇
村
へ
割
合
差
よ
相
済
申
候
」

と
あ
る
如
く
郡
中
の
有
力
者
や
鉄
山
師
が
主
要
な
る
費
用
分
担
者
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
王
要
な
る
(
廃
止
運
動
)
費
用
分
担
者
で
あ
っ
た
鉄
山
師
達
件
以
、
正
に
経
倍

的
な
主
導
者
で
あ
っ
た
と
#
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
様
な
領
主
に
対
す
る
鉄
山
師
の
抗
争
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
様
に
鉄
山
経
営
自
体
が
封
建

制
諸
関
係
の
再
生
産
的

1
維
持
の
基
抵
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
o
そ
こ
に
は
領
、
ま
と
鉄
山
師
の
共
生
関
係
が
み
ら
れ
る
。
先
ず
貨
幣
経
『
併
の
発
達
は
領
主
経
済

を
窮
乏
せ
し
め
、
そ
れ
が
封
建
貢
視
の
強
化
、
「
御
借
銀
」
そ
の
他
の
「
御
用
銀
」
等
の
諸
負
担
を
多
く
せ
し
め
、
こ
れ
等
が
大
庄
屋
を
通
じ
て
農
民
遥
に
謀
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
貨
幣
経
済
の
担
い
手
と
し
て
、
事
実
上
経
償
上
の
実
力
者
で
あ
っ
た
鉄
山
師
は
当
然
領
主
の
諸
負
担
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実

際
庄
屋
役
は
農
民
に
課
さ
れ
た
諸
負
担
の
上
納
出
来
な
い
時
は
取
換
え
て
上
納
す
る
事
も
屡
々
で
、
相
当
の
用
達
に
応
じ
得
る
様
な
豪
農
商
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
従
っ
て
日
野
郡
地
方
で
は
多
く
は
鉄
山
師
が
大
庄
屋
等
を
も
兼
ね
た
の
で
あ
る
。
生
山
の
段
塚
家
、
黒
援
の
緒
方
家
町
一
す
は
徳
川
中
期
よ
り
末
期
に
か
け

て
代
表
的
な
所
讃
「
豪
家
」
に
し
て
、
大
鉄
山
師
で
あ
り
、
旦
「
大
庄
屋
」
「
鉄
山
取
締
役
」
等
を
も
兼
ね
て
居
た
。
(
徳
川
末
期
に
は
前
述
の
「
新
型
」
鉄
山

師
根
雨
の

K
家
が
こ
れ
ら
「
旧
型
」
鉄
山
師
に
代
つ

τ大
庄
屋
等
に
な
る
が
)
か
く
て
藩
は
「
大
庄
屋
」
等
の
重
要
な
「
取
立
役
」
乃
至
は
「
監
督
役
」
に
鉄
山

腕
を
任
命
し
、
種
々
な
る
身
分
上
の
特
権
を
与
え
て
優
、
品
し
た
の
で
あ
る
。
鉄
山
師
の
こ
の
様
な
「
大
庄
屋
」
等
を
兼
ね
る
事
は
言
は
X

文
字
通
り
封
建
支
配
宵

の
権
限
を
与
え
ら
れ
る
事
で
あ
り
、
領
、
王
に
と
っ
て
は
貨
幣
経
済
の
発
展
に
伴
う
領
主
経
笛
の
行
き
ず
ま
り
を
鉄
山
師
に
負
担
せ
し
む
る
手
段
で
あ
っ
た
。
「
な

描

ん
と
せ
う
山
か
ね
は
段
塚
」
之
村
氏
を
し
て
言
は
し
め
た
段
塚
家
の
主
と
し
て
藩
債
ハ
御
倍
銀
)
に
対
す
る
功
労
を
列
挙
し
た
旧
功
監
」
は
渚
と
鉄
山
師
と
の
関

係
を
知
る
良
き
文
書
で
あ
る
。!日

功

書

(
文
政
十
=
一
年
実
十
月
差
出
候
接
)

一
、
段
塚
掬
右
衛
門
無
名
之
筒
元
文
覚
保
之
頃
よ
り
宝
隆
一
一
一
年
迄
中
庄
長
役
相
勤
候
得
共
年
数
相
分
不
申
上
侠



一
、
一
冗
文
之
頃
よ
り
御
勝
手
方
御
難
渋
に
被
為
夜
年
之
御
払
銀
先
納
御
俊
銀
被
仰
付
調
達
仕
候
書
類
等
御
座
候
得
尖
員
数
年
・
月
相
分
不
申
候

一
、
寛
延
三
年
御
傍
銀
始
而
願
書
申
上
銀
三
十
貫
白
調
達
仕
候
依
之
無
名
心
者
え
小
谷
十
左
衛
門
様
、
佐
藤
甚
太
夫
様
建
部
甚
蔵
様
よ
り
御
直
害
被
遣
候
愛
元

よ
り
も
害
認
を
以
御
引
受
申
上
夫
よ

P
引
繍
き
御
用
肉
相
勤
其
後
無
名
之
中
御
債
銀
今
に
大
庄
屋
に
蓮
名
し
被
選
候
も
御
賂
候

て
宝
展
三
年
五
月
椅
別
之
御
用
之
尚
に
で
高
田
平
次
郎
様
黒
故
村
迄
御
越
被
成
掬
右
衛
御
呼
出
し
御
念
手
御
用
銀
御
園
内
一
同
被
仰
付
御
郡
に
は
辻
に
て
大

庄
屋
へ
被
仰
付
候
符
尖
日
野
都
之
儀
は
弧
右
衛
門
壱
人
へ
御
差
簡
に
C
被
仰
付
候
趣
被
仰
渡
雛
有
御
詩
仕
相
勤
申
上
候
儀
御
座
候

一
、
関
年
祭
賞
庄
屋
役
被
仰
品
川
此
聞
も
御
扶
持
拾
人
被
選
家
名
帯
刀
御
免
被
仰
付
候
中
一
年
渇
同
五
年
大
庄
屋
役
被
仰
汀
印
税
分
宗
国
日
庄
屋
役
も
乗
待
被

仰

付

相

勤

サ

丹

後

中

構

内

時

大

庄

屋

も

袋

帯

相

動

申

上

候

儀

御

座

候

一

一
、
捕
右
衛
門
動
中
毎
度
之
御
私
多
〈
は
先
綿
被
仰
付
毎
キ
借
務
上
納
仕
候
且
並
相
之
御
用
銀
村
並
割
賦
差
出
候
上
別
に
御
借
銀
被
仰
付
相
勤
調
達
仕
候

其
上
御
勝
手
方
御
用
大
阪
引
相
御
廻
米
取
作
廻
等
迄
被
仰
付
相
勤
申
上
候

一
、
右
之
遁
年
み
出
品
柄
拘
勤
候
処
猶
叉
急
御
銀
格
別
に
問
精
仕
候
様
被
仰
付
他
所
借
入
等
精

A
m精
候
其
糊
先
年
御
郡
中
へ
御
下
札
に
御
附
被
遺
候
御
米
三

百
三
十
一
一
一
石
コ
一
斗
一
ニ
升
一
-
一
合
の
内
為
抽
劃
功
頂
戴
被
仰
付
候
様
御
願
申
上
三
百
三
十
三
石
三
斗
一
}
一
升
三
合
村
キ
御
下
札
に
御
附
被
遺
候
其
後
御
念
手
御
用

肉
引
緩
相
勤
候
に
付
御
目
見
被
仰
付
叉
御
扶
持
扮
五
人
被
遺
候
御
国
内
類
例
も
無
御
座
結
橋
に
御
備
被
為
下
置
御
用
肉
も
引
続
不
絶
被
仰
付
相
勤
申

上

候

'

一
、
宝
歴
十
年
芝
御
屋
敷
御
類
焼
之
訓
立
金
子
弐
千
一
期
調
蓬
仕
釘
地
鉄
壱
蔦
貫
献
上
御
願
申
上
候
処
御
開
局
被
仰
付
候
右
に
は
御
屋
齢
別
御
普
請
御
手
伝
に
相
官

候
哉
御
屋
敷
御
玄
関
裏
ー
に
段
塚
調
右
衛
門
申
御
掛
札
被
為
成
候
処
明
利
九
年
御
屋
殿
御
類
焼
に
付
其
節
よ
り
右
御
懸
札
無
御
座
由
伝
承
仕
候

右
の
「
旧
功
書
」
は
ま
一
元
他
に
種
々
な
る
事
項
が
記
載
し
て
あ
る
が
、
こ
の
文
書
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
種
々
な
る
特
権
を
審
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
相

当
重
い
負
担
を
鉄
山
師
で
あ
り
大
圧
屋
で
あ
っ
た
段
塚
家
が
課
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
鳥
取
藩
は
松
江
藩
、
浅
野
藩
等
に
比
べ
て
、
貢
祖
諸
負
担
の

強
化
が
よ
り
大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
領
ま
と
鉄
山
師
の
関
係
に
見
逃
す
事
が
出
来
な
い
も
の
に
貰
租
米
の
売
手
買
手
の
関
係
が
あ

る
。
藩
の
徴
収
し
た
貫
租
米
の
主
た
る
需
要
者
は
鉄
山
師
で
あ
っ
た
o
文
政
十
一
年
三
入
二
六
)
の
記
録
に
よ
る
と
日
野
郡
の
貢
租
米
の
処
分
は
次
の
様
で
あ

捕
る

. 

一
、
ご
一
千
一
一
二
日
六
拾
石

一
、
五
百
石
余
り

冬

払

立

米

御

貸

付

利

米

一
六
九



一七
O

メ
コ
一
千
入
百
六
拾
石

此
分
下
方
願
米
安
合
も
無
之
而
も
先
年
よ
り
御
究
め
通
に
て
銀
上
納
相
立
居
申
伎

此

処

へ

弐

千

石

村

方

鉄

山

師

冬

払

願

米

辻

残

千

八

百

六

拾

石

此
分
何
れ
も
銀
上
納
致
し
侠
者
無
之
に
付
一
統
之
創
米
致
し
来
申
候

斯
様
に
貢
租
米
の
需
要
者
が
鉄
山
師
で
あ
る
事
は
前
述
の
鉄
山
師
が
山
内
者
に
対
し
て
「
米
の
売
手
」
で
あ
る
反
面
を
物
語
る
も
の
で
、
商
人
的
性
格
の
一
面
.

で
も
あ
る

ハ
註
)
印
運
上
銀
は
鋪
一
ケ
所
に
銀
何
貫
目
鍛
治
屋
一
ケ
所
に
何
貫
目
と
言
う
風
に
定
め
ら
れ
て
居
た
。
大
体
毎
年
一
定
し
て
居
た
が
、
時
に
応
じ
改
正
さ

れ
た
事
が
「
在
方
諸
事
控
」
に
み
ら
れ
る
。

、
ノ
、
、
ノ

向
山

ω
日
野
郡
史
下
巻
一
七
コ
三
頁

、jJ印
鳥
取
議
「
在
方
諸
事
控
」
の
記
録
を
参
照

、BノM月
日
野
郡
史

r勺
ノ
q
J
 

、ノ
ζ
U
 
司、J
〆
t

前
掲
書

下
巻

下
巻
一
二
四
九

l
一
一
五

O
頁

一
七
二
九
頁

前
掲
書

下
巻

二
六
O
頁

六
、
綜

括

す
で
に
故
藤
田
五
郎
氏
は
そ
の
著
「
封
建
社
会
の
展
開
過
程
」
に
お
い
て
所
謂
「
本
宿
姓
」
の
一
般
的
形
成
の
面
か
ら
鉄
山
業
を
と
ら
え
、
広
烏
県
戸
河
内
、

加
計
村
の

S
家
の
鉄
山
経
営
を
「
農
奴
主
的
マ
二
ユ
ブ
ア
タ
チ
ユ
ア
」
と
規
定
さ
れ
た
汽
こ
の
氏
の
分
析
は
、
鉄
山
菜
に
対
応
す
る
農
民
的
成
長
が
最
も
遅
れ
て

居
る
地
帯
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
の
が
特
徴
的
で
あ
る
o
鳥
取
藩
の
場
合
は
ど
う
で
あ
る
か
は
こ
の
点
に
つ
い
て
論
及
で
き
な
い
が
、
こ
L

で
は
藤
田
氏
が
「
農

民
的
貨
幣
経
，
お
の
生
成
」
と
言
う
視
角
か
ら
鉄
山
業
を
み
ら
れ
た
の
に
対
し
、
貨
幣
経
済
の
結
節
点
に
於
け
る
鉄
山
師
の
貨
幣
経
治
の
展
開
を
中
心
に
し
て
考
察



し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
以
上
の
考
察
か
ら
分
る
様
に
、
鉄
山
師
は
、
農
奴
主
的
貨
幣
経
営
を
展
開
し
、
地
主
で
も
あ
り
ヱ
場
ま
で
も
あ
り
前
期
的
資
本
家

で
も
あ
る
と
言
う
性
絡
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
鉄
山
業
経
営
の
基
鉱
に
は
、
長
奴
的
乃
至
は
半
奴
隷
的
な
諸
関
係
が
横
は
り
、
そ
れ
が
特
殊
な
生
産

様
式
を
表
は
し
て
居
た
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
封
建
的
諸
関
係
と
鉄
山
業
の
特
殊
な
生
産
様
式
と
は
対
立
で
は
な
く
て
同
時
的
統
一
に
於
い
て
鉄
山
経
営
が
運

営
さ
れ
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
鉄
山
師
は
中
位
的
農
奴
主
の
性
絡
を
有
し
て
居
た
。
従
っ
て
「
鉱
山
業
者
は
地
主
で
も
工
場
主
で
も
あ
り
、
そ
の
支
配
を
資
本
主

戦
争
と
の
上
に
の
み
な
ら
ず
、
独
占
と
そ
の
所
有
権
と
の
上
に
基
礎
付
け
て
居
た
」
と
言
う
関
係
を
鉄
山
師
に
も
想
定
出
来
る
と
思
う
。
実
際
鉄
山
師
は
前
に
考

察
し
た
様
に
、
鉄
山
内
外
の
封
建
制
共
肉
体
の
長
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
支
配
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
、
遅
れ
た
関
係
を
維
持
せ
し
め
た
事
と
密
接
な
関

聯
を
有
す
る
事
情
に
鉄
山
地
方
の
封
鎖
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
鉄
山
」
は
極
め
て
辺
部
な
所
に
位
置
し
た
o
例
へ
ば
天
保
九
年
(
一
八
三
八
)
御
巡
見
一
見
諸
事
控
中
鉄
山
鋪
鍛
治
屋
覚
に
よ
れ
.
内
~
、
J

錯
、
鍛
治
屋
の
あ
る

所
は
、
所
謂
宿
場
よ
り
こ

t
一
一
一
塁
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
所
に
し
て
馬
駕
箆
通
り
兼
ね
る
所
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
様
な
所
に
於
い
て
は
商
品
経
済
の
発
展
は

当
然
鉄
山
師
を
結
節
点
た
ら
し
め
、
鉄
山
節
自
身
の
経
済
構
造
が
貨
幣
経
済
化
す
る
に
ぷ
び
、
次
第
に
労
働
者

1
山
内
者
を
債
務
奴
隷
化
し
、
小
百
姓
お
ば
債
務

農
奴
化
し
て
、
よ
り
強
く
工
場

1
鋪
鍛
治
屋
に
緊
縛
し
た
の
で
あ
つ
だ
。
鉄
山
師
が
貨
幣
経
演
の
そ
の
地
方
の
担
い
手
と
し
て
前
期
的
資
本
家
の
性
絡
を
帯
び
る

に
至
り
、
そ
の
前
期
的
資
本
家
と
し
て
の
支
配
過
程
に
表
は
れ
る
の
が
「
旧
型
」
鉄
山
師
と
「
新
型
」
鉄
山
師
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
鉄
山
師
の
前
期
的

資
本
は
、
経
営
内
部
構
造
に
及
ぼ
す
よ
り
も
鉄
山
師
聞
の
支
配
集
中
過
程
に
表
は
れ
た
の
で
あ
り
「
新
型
」
鉄
山
師
で
あ
る
根
雨
町
の

K
家
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
と
#
唱
え
ら
れ
る
。
近
世
社
会
に
お
け
る
鉄
山
業
と
は
正
に
こ
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

鉄
山
菜
の
生
産
構
造
自
体
は
、
中
世
的
表
奴
主
的
関
係
の
近
世
的
な
形
態
交
化
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
な
安
化
を
一
示
す
伺
物
で
も
な
か
っ
た
。
近
世
社
会
に
於
け

る
鉄
山
業
の
繁
栄
は
こ
の
様
な
社
会
経
済
的
構
成
の
上
に
立
ち
、
白
か
ら
の
「
近
代
的
諸
関
係
」
は
極
め
て
未
発
達
の
状
態
に
あ
り
、
商
品
経
演
の
一
般
化
を
通

じ
て
編
成
替
乃
至
は
安
一
草
さ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

r. 
註、J

(39){38)(37l 
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